
求職者支援訓練におけるコース設定の要件緩和

見直しの内容

現状・課題

○ 就職氷河期世代を含めた安定就労を目指す方々が、個々人の状況に応じて安定就労に有効な職業能力等
の習得ができるよう、以下の見直しを行う。

＜実践コースにおける訓練期間の下限緩和＞
・実践的な技能等を習得の上、就職に直結する資格を取得できる特定の訓練コースについては、訓練期間
の下限を緩和する（現行３月以上を２月以上とする）。

介護初任者研修対応コース（介護初任者の資格取得）３ヶ月→２ヶ月
メディカルクラーク等対応コース（医療事務関係の資格取得）３ヶ月→２ヶ月

＜在職中等特に配慮を要する者を対象とするコースにおける訓練時間の下限緩和＞
・ハローワークが必要性を認めた在職者等（※）を対象とした訓練コースを設定する場合、訓練時間の
特例措置の対象とする（1日あたり原則3時間以上6時間以下、1月あたり80時間以上とする）。
※ 雇用保険の被保険者になれていないマルチジョブホルダー・非正規雇用労働者など在職中の者や、雇用保険の受給
資格のない育児や介護中の者など受講にあたって訓練時間に特に配慮を有する者で、ハローワークにおいて当該コー
スの受講が安定就職に必要であると判断された者。

【対象コースの一例】

【新たに設定可能となるコース例】週あたり平日夜間3H×5日＋土で5H
（月～金18時～21時＋土9時～15時（1H昼休憩））

○ 実践的な技能等を付与する「実践コース」について、現行の訓練期間は３月以上６月以下とされているが、
資格取得に要する期間等から、３月未満のコース設定が可能と考えられるものがある。

○ また、マルチジョブホルダー・非正規雇用労働者など在職中の者等が、働きながら資格取得などによる安
定就労を目指して訓練を受講するには1日の訓練時間（※）が長いなど、受講しづらい状況にある。
※現行制度では、訓練時間は1日あたり原則5時間以上6時間以下、1月あたり100時間以上
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東日本大震災特例措置の延長について（求職者支援制度）（案）

１．災害復旧に必要な人材育成のための震災対策特別訓練コースの設定に係る特例措置

復旧・復興事業に必要な整地作業等に必要な人材（車両系建設機械運転手）を育成するための

訓練の実施を奨励【現行対象県】福島県

➢ 訓練内容 車両系建設機械運転、小型移動式クレーン、玉掛け、フォークリフトの技能講習等
➢ 訓練期間 10日～1ヶ月以内
➢ 訓練奨励金 12万円/人
（参考）震災対策特別訓練コース実績
H29年度 受講者数（岩手） 58人、就職率 46.3％（福島） 51人、就職率 43.１％
H30年度 受講者数（岩手） 43人、就職率 44.2％（福島） 40人、就職率 57.5％

２．被災県において実施した求職者支援訓練の就職率に係る特例措置

被災県で実施された求職者支援訓練の就職率について、認定基準上の特例措置を設け、被災県での求職者

支援訓練の実施を促進 【現行対象県】岩手県、福島県

通常の取扱い 被災県における特例措置

連続する３年の間に同一の都道府県で同分野２コース以上の求職者支援
訓練を行った場合に、２コース以上の就職率が、基礎コース：３０％未満、実
践コース：３５％未満でないこと。

※２コース以上が該当した場合、当該該当した県で当該分野の求職者支援
訓練を１年間不認定。

平成31年度末までに開始する求職者支援訓練の就職率が該当した
場合、０．５コースと取り扱う。（例えば、３コースが該当した場合、１．５
コースと取り扱うので、不認定とならない。）

○ 適用期限が令和元年度末までとなっている震災特例措置について、被災県でのニーズ等を踏ま
え、下記のとおり、１の特例措置のみ適用期限の１年間の延長を行う。

→ 来年度も福島県においてのみ同内容で特例措置を継続することとする。（令和３年３月３１
日まで適用期限を延長）

→ 来年度は、延長しないこととする。
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建設人材育成コースについて

建設人材育成コースの概要

・東京オリンピックを見据えた暫定措置として、基礎コースに「建設人材育成コース」を新設

・設定できる期間は、平成28年10月１日から令和2年3月31日までの間に開始される期間

・建設人材育成コースの訓練内容は、労働安全衛生法第76条第１項の技能講習（小型移動式クレーン、フォーク
リフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。）の内容を含むこと。また、これらいずれかの技能講
習に加えて、道路交通法（昭和35年法律第105号）第85条第１項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓
練を併せて行うことも可能

・基礎コースとして行った建設人材育成コースの認定職業訓練実施基本奨励金の単価は10万円/月（通常の基礎
コースは6万円/月）

小型移動式
クレーン

フォークリフト 車両系建設機械 玉掛け 大型特殊免許

組み合わせにより複数科目を設定可

職業スキル

（１～３か月）

社会人スキル

（１か月）

※計画通り今年度をもって終了予定。
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